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１. 本⽇の説明事項

第1130回審査会合（令和５年３⽉３０⽇開催）において，3号炉放⽔ピット流路縮⼩⼯についてご説明させて
頂いた際に，3号炉の原⼦炉補機冷却海⽔放⽔路及び⼀次系放⽔ピットを津波の流⼊経路とした場合であっても
津波防護⽅針が成⽴することを説明するよう指摘頂いたことから，指摘事項を踏まえた津波防護⽅針についてご説
明する。
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２. 審査会合指摘事項に対する回答

【指摘事項 230330-04】
原⼦炉補機冷却海⽔放⽔路及び⼀次系放⽔ピットについて、当該施設に係る以下の事項を明らかにした上で、当該施設を津波の
流⼊経路とした場合であっても津波防護⽅針が成⽴することを説明すること。
 津波の流⼊に対するバウンダリとしての機能、原⼦炉補機冷却海⽔系統の排⽔機能、地下⽔排⽔設備の排⽔機能その他の
期待する機能（第5条だけでなく他条⽂への適合の観点も含む）
 地震時の損傷を考慮した場合における管路解析及び内郭防護の浸⽔量評価に与える影響

【回 答】

指摘事項を踏まえ，３号炉原⼦炉補機冷却海⽔放⽔路に，３号炉原⼦炉補機冷却海⽔放⽔路逆流防⽌設備（以下「逆流防
⽌設備」という。）を浸⽔防⽌設備として設置することで，３号炉原⼦炉補機冷却海⽔放⽔路からの津波の流⼊を防⽌する⽅針と
する。

 上記の⽅針により，津波の流⼊に対するバウンダリとしての機能は新設する逆流防⽌設備が担う。また，原⼦炉補機冷却海⽔放
⽔路の機能としては，原⼦炉補機冷却海⽔系統及び地下⽔排⽔設備等の排⽔機能があることから，逆流防⽌設備がこれらの
排⽔機能に悪影響を与えない設計とする。

 逆流防⽌設備は浸⽔防⽌設備として耐震Sクラスで設計することから，地震後でも損傷することはなく，原⼦炉補機冷却海⽔放
⽔路への津波の流⼊を防⽌できる。よって，原⼦炉補機冷却海⽔放⽔路及び⼀次系放⽔ピットの管路解析及び内郭防護の浸
⽔量評価に与える影響はない。
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２. 審査会合指摘事項に対する回答 3

⽅針変更前（第1130回審査会合） ⽅針変更後（今回説明）

津波防護ライン
（T.P.10.0m）逆流防⽌設備の

設置

津波防護ライン
（T.P.10.0m）

津波防護ライン
（T.P.10.0m） 津波防護ライン

（逆流防⽌設備）

※ ３号炉放⽔ピットの⼊⼒津波⾼さは，3号炉放⽔ピット流路縮⼩⼯の設置により⼗
分低くなる⾒込みである。仮に⼊⼒津波⾼さが⾼くなった場合にも，3号炉放⽔ピット
流路縮⼩⼯の設置を前提として，３号炉放⽔ピット側での設備対応（嵩上げ等）
が可能である。
そのため，今後逆流防⽌設備を設置する⽅針から変更することは無い。



３. 逆流防⽌設備についての説明事項（１/２） 4

項⽬ 逆流防⽌設備
設計⽅針 • ３号炉放⽔路から遡上する津波が３号炉原⼦炉補機冷却海⽔放⽔路へ流⼊することを防⽌するために，３号炉原⼦

炉補機冷却海⽔放⽔路の放⽔ピット側端部に逆流防⽌設備を設置することをご説明する。
（資料３－２ P.5条-別添１-Ⅱ-2-22，添付38-1~3）

放⽔路からの敷地への
津波の流⼊防⽌

• 逆流防⽌設備のフラップゲートが閉⽌することにより，３号炉原⼦炉補機冷却海⽔放⽔路への流⼊を防⽌することをご説
明する。
（資料３－２ P.5条-別添１-Ⅱ-2-22，添付38-1~3)

通常運転時の放⽔機能への影響 • 逆流防⽌設備の設置による，⼀次系放⽔ピットの⽔位への影響は軽微であり，原⼦炉補機冷却海⽔系等の放⽔機能
に悪影響を与えない設計とすることをご説明する。（資料３－２ P.5条-別添１-添付38-８)

３号炉原⼦炉補機冷却海⽔放⽔路の状況
逆流防⽌設備の設置例

T.P.0.0m

放⽔池へ

【A-A⽮視】

３号炉原⼦炉補機
冷却海⽔放⽔路

放⽔ピット
⽴坑

岩盤岩盤
T.P.0.0m

T.P.10.0m
T.P.7.0m

T.P.10.0m

T.P.0.0m
岩盤

３号炉原⼦炉補機冷却海⽔放
⽔路逆流防⽌設備（新設）

︓津波の浸⽔範囲
︓放⽔ピット流路縮⼩⼯
︓３号炉原⼦炉補機冷却海⽔放⽔路逆流防⽌設備

A

A
【B-B⽮視】

３号炉原⼦炉補機冷却海⽔
放⽔路逆流防⽌設備（新設）

※新設する逆流防⽌設備及び原⼦炉補機冷
却海⽔放⽔路の位置・構造等については，
今後変更となる可能性がある。



３. 逆流防⽌設備についての説明事項（２/２） 5

項⽬ 逆流防⽌設備
津波来襲時の漂流物・砂移動・堆積
による津波防護機能への影響につい
て

• ３号放⽔ピット及び３号放⽔路は常時⽔没していることから，３号放⽔路から津波による漂流物や砂が侵⼊する
おそれはないこと，また，３号炉放⽔設備の構造等からも砂の流⼊は考えにくく，逆流防⽌設備が影響を受ける
おそれはないことについてご説明する。
（資料３－２ P.5条-別添１-添付38-4,5）

海⽣⽣物の付着による閉機能への影
響

• ⾄近の確認結果では，⾙等の付着は確認されていないことから，通常時において⾙付着による閉機能への影響
はないことをご説明する。
（資料３－２ P.5条-別添１-添付38-5）

通常時に開固着する可能性と異常の
検知性について

• 逆流防⽌設備の設置環境や通⽔時の接液状況等から通常時に逆流防⽌設備のフラップゲートが開固着する可
能性は低いことをご説明した上で，定期的な確認によりフラップゲートの軸が固着していないことを確認し，３号炉
の津波防護施設としての機能維持を確認することをご説明する。

• 上記の確認により逆流防⽌設備の摺動部に異常が検知された場合には，保安規定に紐づくQMS⽂書に基づき
対応することをご説明する。
（資料３－２ P.5条-別添１-添付38-5,6）



6参考資料 ３号炉耐津波設計の説明事項について（１/５）

〇設計⽅針及び漂流物，砂の影響評価に係る全体像の整理（詳細は，表１及び表２を参照）

 ３号炉の耐津波設計において，取⽔路，放⽔路及び屋外排⽔路から敷地への津波の流⼊を防⽌するため，以下の新設津波防護対策を
講じる。これらの津波防護対策は，「津波防護機能の保持」及び「取⽔または放⽔機能等の維持（施設を追加したことによる悪影響防⽌の
観点を含む）」を考慮し設計する⽅針とし，各津波防護対策に要求する機能について，整理表上段の「設計⽅針」として表１︓津波時，
表２︓通常時に分割してそれぞれ整理した。
【新設津波防護対策】
 1号及び2号炉取⽔路流路縮⼩⼯
 1号及び2号炉放⽔路逆流防⽌設備
 ３号炉放⽔ピット流路縮⼩⼯
 ３号炉原⼦炉補機冷却海⽔放⽔路逆流防⽌設備
 屋外排⽔路逆流防⽌設備

 上記の津波防護対策の設計においては，漂流物，砂の影響評価の整理（各津波防護対策の設計上考慮要否の整理）が必要であり，
整理表上段で記載した「各津波防護対策に要求する機能」の設計において考慮すべき事項を，整理表下段の「影響評価」項⽬として整理
した。

 当該表の整理においては，上述する新設津波防護対策に加えて，漂流物，砂の影響の評価が必要な既設設備である原⼦炉補機冷却
海⽔ポンプも合わせて整理した。

 また，当該表において，「今回審査会合指摘事項回答として説明する事項」，「既に説明済としている事項」，「今後説明する事項」を明確
にした上で，３号炉の基準適合の観点から評価が必要な項⽬についても整理した。
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表１ 取⽔または放⽔機能等に係る施設の設計⽅針及び漂流物，砂による影響評価の要否の整理表※１

【津波時】

※１ 本表は，設置許可基準規則第五条の基準適合の観点で影響評価の要否を整理したものである。（他条⽂で評価する項⽬について，本表では影響評価不要としている。）
※２ 本項⽬は⼀部説明済みであり，基準津波確定後，まとめ資料にて追⽽とした箇所（津波防護機能を満たす流路縮⼩⼯の最⼤開⼝径について）の説明をする。
※３ 津波時には放⽔機能を期待しないため影響評価不要であるが，外郭防護の観点では原⼦炉補機冷却海⽔等の放⽔を考慮した管路解析により，津波が敷地へ流⼊しないことを評価する。
※４ ３号炉の基準適合の観点では津波時に１号及び２号炉の取⽔及び放⽔機能に期待しないため評価不要であるが，⾃主的対策として設置している貯留堰等について説明する。
※５ パイプスクリーン等が地震，津波時に破損して漂流物となる可能性について評価する。また，流⼊する漂流物の⼤きさについては，パイプスクリーン等の設置状況により選定されることを考慮する。
※６ 津波時に漂流物により津波防護対策の流路が閉塞した場合，津波防護機能は確保されるため，３号炉の取⽔性確保以外の津波防護対策については影響評価不要である。
※７ 津波に伴い⽴坑から埋め戻し⼟等の⼟砂が流⼊し，逆流防⽌設備が⼟砂により閉塞することで，外海へ放⽔できなくなった原⼦炉補機冷却海⽔等が敷地内溢⽔することによる影響評価を３号炉の内郭防護として実施する。

︓今回説明【凡例】
︓説明済み︓評価不要

〇
− ︓３号炉の基準適合の観点で評価を要する項⽬

︓今後説明︓評価要

1号及び2号炉 ３号炉 屋外排⽔路
（図５）取⽔路（図１） 放⽔路（図２） 取⽔路（図３） 放⽔路（図４）

新設 既設 新設 既設 新設 新設 新設

1号及び2号炉
取⽔路

流路縮⼩⼯

１号及び２号炉
原⼦炉補機
冷却海⽔ポンプ

1号及び2号炉
放⽔路

逆流防⽌設備

３号炉
原⼦炉補機
冷却海⽔ポンプ

３号炉
放⽔ピット
流路縮⼩⼯

３号炉
原⼦炉補機

冷却海⽔放⽔路
逆流防⽌設備

屋外排⽔路
逆流防⽌設備

設計
⽅針

津波防護機能（外郭防護）の保持 〇※２ － 〇 － 〇※２ 〇 〇
津波防護機能（内郭防護）の保持 － － － － － － －
３号炉の取⽔または放⽔機能の維持 － － － 〇 ー※３ ー －
１号及び２号炉の取⽔または放⽔機能の維持 －※４ －※４ － － － － －

影響
評価

津波に
伴う
漂流物

パイプスクリーン等の損傷による影響※５ 〇 － 〇 〇 － － －
⼩さな漂流物（閉機能，取⽔機能阻害） － － 〇 〇 － 〇 〇

流⽊等⻑尺の⼤量の漂流物※６

（閉塞，取⽔機能阻害） － － － 〇 － － －

津波に伴う砂移動・堆積（閉機能，取⽔機能阻害） － － 〇 〇 － 〇 〇
津波に伴う洗掘⼟砂※７ － － 〇 － － － 〇

参考資料 ３号炉耐津波設計の説明事項について（２/５）
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表２ 取⽔または放⽔機能等に係る施設の設計⽅針及び漂流物，砂による影響評価の要否の整理表※１

（通常時において施設を追加したことによる悪影響防⽌の観点の整理）

【通常時】

※１ 本表は，設置許可基準規則第五条の基準適合の観点で影響評価の要否を整理したものである。（他条⽂で評価する項⽬について，本表では影響評価不要としている。）
※２ ３号炉の放⽔機能への悪影響防⽌の観点から影響評価を実施する。
※３ １号及び２号炉の取⽔または放⽔機能への悪影響防⽌の観点から影響評価を実施する。

︓今回説明【凡例】
︓説明済み︓評価不要

〇
− ︓３号炉の基準適合の観点で評価を要する項⽬

︓今後説明︓評価要

参考資料 ３号炉耐津波設計の説明事項について（３/５）

1号及び2号炉 ３号炉 屋外排⽔路
（図５）取⽔路（図１） 放⽔路（図２） 取⽔路（図３） 放⽔路（図４）

新設 既設 新設 既設 新設 新設 新設

1号及び2号炉
取⽔路

流路縮⼩⼯

１号及び２号炉
原⼦炉補機
冷却海⽔ポンプ

1号及び2号炉
放⽔路

逆流防⽌設備

３号炉
原⼦炉補機
冷却海⽔ポンプ

３号炉
放⽔ピット
流路縮⼩⼯

３号炉
原⼦炉補機

冷却海⽔放⽔路
逆流防⽌設備

屋外排⽔路
逆流防⽌設備

設計
⽅針

３号炉の取⽔または放⽔機能の維持 － － － － 〇※２ 〇※２ －
１号及び２号炉の取⽔または放⽔機能の維持 〇※３ 〇※３ 〇※３ － － － －

影響
評価

通常時の波浪
による漂流物

流⽊等⻑尺の⼤量の漂流物
（閉塞） 〇※３ － － － － － －

通常時の波浪による砂移動・堆積 〇※３ 〇※３ － － － － －
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図１ １号及び２号炉取⽔路断⾯図

図２ １号及び２号炉放⽔路断⾯図
※１ 図１及び図２は津波時を想定した図である。
※２ 基準津波確定後，漂流物の評価を踏まえ，パイプスクリーン等の設置を検討する。

原⼦炉補機
冷却海⽔ポンプ

バースクリーン

取⽔ピットスクリーン室 取⽔ピットポンプ室

1号及び2号炉
取⽔路流路縮⼩⼯

取⽔路

パイプスクリーン

⽴坑

除塵装置

取⽔⼝

岩着の防潮堤

放⽔池 外海放⽔路放⽔ピット

パイプスクリーン等※２

1号及び2号炉放⽔路逆流防⽌設備

岩着の防潮堤

放⽔⼝

⽴坑

参考資料 ３号炉耐津波設計の説明事項について（４/５）
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図４ ３号炉放⽔路断⾯図

図３ ３号炉取⽔路断⾯図

※１ 図３，図４及び図５は津波時を想定した図である。

図５ 屋外排⽔路断⾯図

取⽔路 循環⽔ポンプ建屋
取⽔ピット
スクリーン室

取⽔⼝

岩着の防潮堤
原⼦炉補機冷却
海⽔ポンプ

パイプスクリーン

バースクリーン

取⽔ピット
ポンプ室

除塵装置
３号炉取⽔ピット
スクリーン室防⽔壁

参考資料 ３号炉耐津波設計の説明事項について（５/５）

防潮堤

排⽔路

海側 ⼭側

屋外排⽔路
逆流防⽌設備

排⽔管

出⼝桝 集⽔桝


